
　労働安全衛生法では、事業者は高さ２ｍ以上の高所作業において作業床等を設けることが困難な箇所で、フルハーネ

ス型墜落制止用器具（安全帯）を使用する労働者に対し、「特別教育」を行わなければならないことと規定されました。

（平成31年2月1日施行）

つきましては、上記業務に従事する者を対象とする「特別教育」を次のとおり開催いたしますので、是非ともこの機会に

受講されますようご案内申し上げます。

■ 講 習 開 催 日 令和８年１月２３日（金）　９：００  ～ １６：２０　　　受付８：４５～

※天候等により日程を変更する場合があります。

■ 講 習 場 所 口丹波勤労者福祉会館　

京都府南丹市八木町西田金井畠9　　　TEL０７７１‐４２-５４８４

■ 講 習 科 目 学科講習　４．５時間　　実技講習　１．５時間　

■ 受 講 料 会員　　８，８００円（８，０００円＋消費税１０％）

非会員　９，９００円（９，０００円＋消費税１０％）

※受付後の受講料の返還はいたしませんので、ご了承ください。

■ テキスト代 「フルハーネス型墜落制止用器具の知識」

９９０円（９００円＋消費税１０％）テキストは講習日当日にお渡しします。

■ 定　　員 ５０名（定員になり次第締め切ります）

■ 申 込 方 法

京都労働基準協会園部支部ホームページから「WEB予約」より申込ください。

https://www.kyoukiren.or.jp/sonobe/sonobe.htm
web受付開始日時：令和7年11月21日(金)10：00～

協会ホームページ・電話にて受付状況を確認の上、受講申込書を郵送かFAXしてください。

※受講申込書到着時に定員に達している場合は、受付終了となり受領出来ませんのでご了承ください。

WEB予約以外の方は受講票、請求書を受付後に郵送させて頂きます。

■申込・問合せ先 公益社団法人 京都労働基準協会 園部支部

　 〒622-0003　京都府南丹市園部町新町４９－１

TEL　0771-62-3220　　　FAX　0771-62-4045

■振　 込 　先 京都銀行　　　　園部支店　　普通　　４０５２１４０

京都信用金庫　　園部支店　　普通　　０７４１６０９

上記いずれも口座名義は、公益社団法人　京都労働基準協会園部支部です。

■ 受講について ①講習会場入場の際は、受付にて受講票をご提示ください

②講習中の携帯電話・スマートフォンの使用を禁止いたします

③食事、飲み物は各自で用意してください

④持ち物　軍手・ヘルメット・安全靴orスニーカー

　　　　　※ヘルメットの貸し出しあり

○WEBから

○WEB予約以外

『フルハーネス型墜落制止用器具特別教育』開催のご案内

※遅刻、早退、欠席、一部欠講の場合は修了試験の受験ができませんのでご注意下さい。

公益社団法人京都労働基準協会

記

次のいずれかによりお申込みください。


